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(57)【要約】
【課題】外乱等の影響に拘わらず確実な電源制御を可能
にすることができる。
【解決手段】内視鏡システムは、被検体内を観察する内
視鏡と、前記内視鏡に設けられた所定デバイスに供給す
る電圧値を検出する電圧検出部と、前記電圧検出部にお
いて検出した電圧値に基づく設定要求情報を生成する設
定要求情報生成部と、前記設定要求情報を通信信号によ
り送信する通信回路と、前記通信回路から送信された前
記設定要求情報に基づく電圧を生成する電圧生成部と、
前記通信回路から送信された前記設定要求情報に基づく
前記電圧生成部による電圧生成の可否を判定して前記電
圧生成部を制御する電源制御部とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内を観察する内視鏡と、
　前記内視鏡に設けられた所定デバイスに供給する電圧値を検出する電圧検出部と、
　前記電圧検出部において検出した電圧値に基づく設定要求情報を生成する設定要求情報
生成部と、
　前記設定要求情報を通信信号により送信する通信回路と、
　前記通信回路から送信された前記設定要求情報に基づく電圧を生成する電圧生成部と、
　前記通信回路から送信された前記設定要求情報に基づく前記電圧生成部による電圧生成
の可否を判定して前記電圧生成部を制御する電源制御部とを有することを特徴とする内視
鏡システム。
【請求項２】
　前記電源制御部は、前記通信信号の正当性を判定するとともに、前記設定要求情報の正
当性を判定することにより、前記電圧生成部による電圧生成の可否を判定することを特徴
とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項３】
　前記電源制御部は、前記通信信号の正当性を前記通信信号に対する誤り訂正処理によっ
て判定し、前記設定要求情報の正当性を前記誤り訂正処理によって得られた前記設定要求
情報に基づく電圧が所定の電圧範囲内の電圧であるか否かによって判定することを特徴と
する請求項２に記載の内視鏡システム。
【請求項４】
　前記電圧検出部、前記設定要求情報生成部及び前記通信回路は前記内視鏡内に設けられ
、
　前記電圧生成部及び前記電源制御部は前記内視鏡に接続されるビデオプロセッサ内に設
けられることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項５】
　前記電圧検出部は、前記所定デバイスに供給する電圧値が所定の範囲内に入っているか
否かを検出し、
　前記設定要求情報生成部は、前記所定デバイスに供給する電圧値が前記所定の範囲内に
ない場合に増加要求又は低減要求を含む前記設定要求情報を生成することを特徴とする請
求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項６】
　前記電源制御部は、前記電圧生成部に対して前記設定要求情報に基づく電圧の生成を指
示するとともに、当該電圧生成部で生成された出力電圧値に基づいて故障判断を行うこと
を特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡とビデオプロセッサとの間で通信を行う内視鏡システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡システムは、例えば医療分野、工業分野等、様々な分野において用いられ
ている。医療分野においては、内視鏡システムは、例えば体腔内の臓器の観察、処置具を
用いての治療処置、内視鏡観察下における外科手術等に用いられる。内視鏡システムには
、撮像素子によって患者体腔内の撮像画像を撮像可能に構成された電子内視鏡が採用され
ることが多い。内視鏡システムは、電子内視鏡によって撮像して得た撮像画像を映像処理
するビデオプロセッサを有しており、ビデオプロセッサは撮像画像を映像信号に変換して
、モニタに出力したり記録したりすることができる。
【０００３】
　内視鏡はケーブルを介してビデオプロセッサに着脱自在に接続されるようになっている
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。内視鏡に設けられた撮像素子等の各種電気回路は、ビデオプロセッサから電源供給を受
け、ビデオプロセッサによって駆動されるようになっている。
【０００４】
　ビデオプロセッサには、多種類の内視鏡を接続可能である。また、内視鏡に内蔵する撮
像素子としても、多種類のものを採用することができる。ビデオプロセッサは、内蔵する
撮像素子の種類等を含む内視鏡の種類を検出し、検出結果に応じて最適な電源供給を行う
ようになっている。
【０００５】
　例えば、特許文献１においては、内視鏡の通信回路とビデオプロセッサの通信回路との
間で情報を送受信することで、内視鏡に供給すべき電力を求めて、ビデオプロセッサの電
源を制御する技術が開示されている。特許文献１の提案を採用することで、ビデオプロセ
ッサの電源回路において発生する電圧が経年劣化や周囲温度の変化に伴って変化しようと
する場合でも、精度の高い電源電圧を内視鏡に供給することが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第５８８１９０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、内視鏡は通信の外乱が発生する環境下で使用されることがある。例えば
、高周波電流が通電される電気メス使用時には、内視鏡とビデオプロセッサとの間の通信
に著しく悪影響が与えられる可能性がある。このような外乱によって、ビデオプロセッサ
において内視鏡からの通信情報が誤検出され、正確な電源制御が行われないことがあると
いう問題があった。
【０００８】
　本発明は、外乱等の影響に拘わらず確実な電源制御を可能にすることができる内視鏡シ
ステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様による内視鏡システムは、被検体内を観察する内視鏡と、前記内視鏡に
設けられた所定デバイスに供給する電圧値を検出する電圧検出部と、前記電圧検出部にお
いて検出した電圧値に基づく設定要求情報を生成する設定要求情報生成部と、前記設定要
求情報を通信信号により送信する通信回路と、前記通信回路から送信された前記設定要求
情報に基づく電圧を生成する電圧生成部と、前記通信回路から送信された前記設定要求情
報に基づく前記電圧生成部による電圧生成の可否を判定して前記電圧生成部を制御する電
源制御部とを有する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、外乱等の影響に拘わらず確実な電源制御を可能にすることができると
いう効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る内視鏡システムを示すブロック図。
【図２】図１中の電力設定部１３及び可変レギュレータ１２の一例を示す回路図。
【図３】電源制御フローを示すフローチャート。
【図４】図３の電源制御フローによる電源電圧の制御結果を説明するための説明図。
【図５】本発明の第２の実施の形態に係る内視鏡システムを示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
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　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１３】
（第１の実施の形態）
　図１は本発明の第１の実施の形態に係る内視鏡システムを示すブロック図である。
【００１４】
　本実施の形態においては、内視鏡２０とビデオプロセッサ１０との間の通信そのもの及
び通信によって伝送された情報の正当性を判定することにより、通信に混入する外乱に拘
わらず安定した電源制御を行うことを可能にするものである。
【００１５】
　図１において、内視鏡システムは、ビデオプロセッサ１０と内視鏡２０とを備えている
。内視鏡２０には、制御部２１が設けられている。設定要求情報生成部としての制御部２
１は、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）により構成されていてもよく、また
、図示しないＣＰＵ等を用いたプロセッサによって構成されて、メモリに記憶されたプロ
グラムに従って各部を制御することができるようになっていてもよい。
【００１６】
　内視鏡２０には、例えば、内視鏡２０先端の図示しない挿入部先端にＣＣＤやＣＭＯＳ
センサ等の図示しない撮像素子が配置されており、内視鏡２０は、撮像素子を含む各種の
電気回路２２を有する。内視鏡２０の電気回路２２に供給する電力は、ビデオプロセッサ
１０から供給されるようになっている。
【００１７】
　ビデオプロセッサ１０には、制御部１１が設けられている。電源制御部としての制御部
１１は、ＦＰＧＡにより構成されていてもよく、また、図示しないＣＰＵ等を用いたプロ
セッサによって構成されて、メモリに記憶されたプログラムに従って各部を制御すること
ができるようになっていてもよい。
【００１８】
　制御部１１にはメモリ１１ａが設けられており、メモリ１１ａには、内視鏡２０の電気
回路２２において用いられる電源に関する情報が記憶されている。例えば、メモリ１１ａ
には、撮像素子等の電気回路２２に供給可能な電圧の許容範囲（出力可能範囲）に関する
情報等を記憶する。制御部１１は、メモリ１１ａに記憶されている情報に基づいて、内視
鏡２０に供給する電源電圧を設定するようになっている。なお、出力可能範囲は、電気回
路２２に供給すべき電圧の範囲（電圧仕様範囲）よりも広い電圧範囲であって、電気回路
２２を故障させない電圧範囲に設定される。
【００１９】
　電力設定部１３は、制御部１１に制御されて、内視鏡２０に供給する電源電圧を可変レ
ギュレータ１２に設定する。例えば、電力設定部１３は、Ｄ／Ａコンバータ等によって構
成することができ、制御部１１からの制御値をアナログ信号に変換して可変レギュレータ
１２に供給する。
【００２０】
　電圧生成部としての可変レギュレータ１２は、電力設定部１３に制御されて、制御部１
１によって規定された電圧及び電流の電力を発生する。可変レギュレータ１２の出力がケ
ーブルを介して内視鏡２０に伝送されるようになっている。可変レギュレータ１２及び電
力設定部１３によって電源ブロックが構成される。
【００２１】
　図２は図１中の電力設定部１３及び可変レギュレータ１２の一例を示す回路図である。
【００２２】
　可変レギュレータ１２は、電源ＩＣ１２ａ及び抵抗Ｒ１～Ｒ３によって構成される。電
源ＩＣ１２ａは、制御端Ｖｆｂに印加される制御電圧が一定となるように出力端Ｖｏｕｔ
の出力電圧を変化させるようになっている。電源ＩＣ１２ａの出力端は抵抗Ｒ１，Ｒ２の
直列回路を介して基準電位点に接続されており、抵抗Ｒ１，Ｒ２の接続点が制御端Ｖｆｂ
に接続される。
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【００２３】
　電力設定部１３は、Ｄ／Ａコンバータ１３ａによって構成される。Ｄ／Ａコンバータ１
３ａは、制御部１１から電源電圧の設定値（設定電圧値）が与えられ、この設定電圧値を
アナログ信号に変換して制御電圧Ｖｄａｃを発生する。Ｄ／Ａコンバータ１３ａの出力端
は抵抗Ｒ３を介して電源ＩＣ１２ａの制御端Ｖｆｂに接続されており、Ｄ／Ａコンバータ
１３ａは制御電圧Ｖｄａｃに応じた出力電流Ｉ３を流すことができる。
【００２４】
　いま、Ｄ／Ａコンバータ１３ａの出力端からの電流Ｉ３が０であるものとする。この場
合には、抵抗Ｒ２に流れる電流Ｉ２は抵抗Ｒ１に流れる電流Ｉ１と等しく、電源ＩＣ１２
ａの制御端Ｖｆｂに印加される電圧は、抵抗Ｒ１，Ｒ２の抵抗値の比に基づく電圧となる
。電源ＩＣ１２ａは、制御端Ｖｆｂに印加される制御電圧が一定となるように作用するの
で、出力端Ｖｏｕｔに現れる出力電圧は、抵抗Ｒ１，Ｒ２の抵抗比によって決定される固
定値となる。
【００２５】
　ここで、Ｄ／Ａコンバータ１３ａの出力端から流出する電流Ｉ３が正の値になると、抵
抗Ｒ２に流れる電流Ｉ２は、Ｉ２＝Ｉ１＋Ｉ３となり、抵抗Ｒ２の電圧降下量が増大して
制御電圧が高くなろうとする。そうすると、電源ＩＣ１２ａは出力端Ｖｏｕｔの出力電圧
を低下させて、制御電圧を一定に維持する。逆に、Ｄ／Ａコンバータ１３ａの出力端から
流出する電流Ｉ３が負の値になると、抵抗Ｒ２に流れる電流Ｉ２は、Ｉ２＝Ｉ１－Ｉ３と
なり、抵抗Ｒ２の電圧降下が減少して制御電圧が低くなろうとする。そうすると、電源Ｉ
Ｃ１２ａは出力端Ｖｏｕｔの出力電圧を増加させて、制御電圧を一定に維持する。このよ
うに、制御部１１からの設定電圧値に応じて、Ｄ／Ａコンバータ１３ａの出力端の電圧を
変化させて電力Ｉ３を制御することにより、可変レギュレータ１２の出力を変化させるこ
とができる。
【００２６】
　図１において、可変レギュレータ１２の出力は、出力電圧検出部１４にも供給される。
出力電圧検出部１４は、例えばＡ／Ｄコンバータ等により構成されており、可変レギュレ
ータ１２から内視鏡２０へ出力される出力電力を検出して、検出結果を制御部１１にフィ
ードバックする。制御部１１は、出力電圧検出部１４の検出結果を用いたフィードバック
制御により、可変レギュレータ１２から所望の電源電圧を発生させるようになっている。
【００２７】
　ビデオプロセッサ１０の可変レギュレータ１２から供給される電力は、内視鏡２０のレ
ギュレータ２３に与えられる。レギュレータ２３は、内視鏡２０内の電気回路２２に供給
する供給電力を安定化させるものであり、各電気回路２２に電源電圧を供給する。制御部
２１は、レギュレータ２３からの電源電圧が供給されて動作し（図示省略）、電気回路２
２を駆動制御するようになっている。例えば、制御部２１は、露光や読み出しなどの動作
状態の制御を行う。
【００２８】
　内視鏡２０には入力電圧検出部２４が設けられており、ビデオプロセッサ１０の可変レ
ギュレータ１２から供給される電源電圧は、入力電圧検出部２４にも供給されるようにな
っている。入力電圧検出部２４は、レギュレータ２３に供給される電源電圧（入力電圧）
を検出して、検出結果を制御部２１に出力するようになっている。
【００２９】
　制御部２１には、メモリ２１ａが設けられている。メモリ２１ａには、電気回路２２に
おいて用いられる電源に関する情報が記憶されている。例えば、メモリ２１ａには、撮像
素子等の電気回路２２の電圧仕様範囲に関する情報等を記憶する。制御部２１は、入力電
圧検出部２４の検出結果とメモリ２１ａに記憶されている情報とから、ビデオプロセッサ
１０の可変レギュレータ１２において発生すべき電源電圧を指示するための設定要求情報
を生成する。
【００３０】
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　なお、設定要求情報により、可変レギュレータ１２において発生すべき電源電圧の絶対
値を指示しても、経年変化等の理由により指定した電源電圧の供給を受けられないことも
考えられる。そこで、制御部２１は、現在供給を受けている電源電圧が電圧仕様範囲の下
限よりも低い電圧である場合には電圧を増加（増加要求）させるための設定要求情報を出
力し、上限よりも高い電圧である場合には電圧を低下（低減要求）させるための設定要求
情報を出力するようになっていてもよい。なお、この場合には、入力電圧検出部２４は、
入力電圧の電圧値そのものを検出しなくてもよく、入力電圧が電圧仕様範囲の下限又は上
限を超えたか否かの変動を検出するものであってもよい。
【００３１】
　なお、制御部２１は、現在供給を受けている電源電圧に対して供給を希望する電圧値と
の正又は負の差分の電圧値を示す増加要求又は低減要求を指示するための設定要求情報を
生成してもよい。
【００３２】
　内視鏡２０には通信回路２５が設けられており、ビデオプロセッサ１０には通信回路１
５が設けられている。通信回路１５，２５は、有線又は無線による伝送路を介して、相互
に通信を行うことができるようになっている。なお、通信回路１５，２５は、相互にデジ
タル情報の伝送が可能であり、伝送に際して、伝送データに所定のエラー訂正符号を付加
して伝送することができるようになっている。通信回路１５は、受信したデータのエラー
訂正処理によって、受信データに訂正不能な誤りが発生しているか否かを判定し、判定結
果を制御部１１に出力することができるようになっている。内視鏡２０の制御部２１は、
通信回路２５，１５を介してビデオプロセッサ１０の制御部１１に対して設定要求情報を
送信するようになっている。
【００３３】
　本実施の形態においては、制御部１１は、通信回路２５，１５を介して内視鏡２０の制
御部２１からの設定要求情報を受信すると、先ず、通信そのものの正当性（通信信号の正
当性）を判定する。例えば、制御部１１は、設定要求情報に訂正不能な誤りが生じている
か否かを判定し、生じている場合には通信そのものが不良であるものと判定して、設定要
求情報の再送要求を発生する。なお、制御部２１はこの再送要求を受信すると、再度、通
信回路２５を介して設定要求情報をビデオプロセッサ１０の制御部１１に送信するように
なっている。
【００３４】
　また、制御部１１は、通信そのものが正当であるものと判定すると、設定要求情報の正
当性を判定して可変レギュレータ１２に電圧変更の設定を行ってもよいか否かを判定する
。例えば、制御部１１は、可変レギュレータ１２に設定されている現在の設定電圧値と、
設定要求情報に含まれる増加要求又は低減要求と、メモリ１１ａに記憶されている電源電
圧の許容範囲である出力可能範囲とに基づいて正当性を判定して、可変レギュレータ１２
に電圧変更の設定を行ってもよいか否かを判定する。例えば、制御部１１は、可変レギュ
レータ１２に設定されている現在の設定電圧と増加要求又は低減要求により変化させる電
圧値との和の電圧値（以下、要求電源電圧という）が許容範囲（出力可能範囲）内であれ
ば電圧変更の設定可と判定し、要求電源電圧が出力可能範囲を超えている場合には、設定
要求情報が外乱の影響を受けている可能性があるので電圧変更の設定不可と判定する。こ
の場合にも、制御部１１は、設定要求情報の再送要求を発生する。
【００３５】
　制御部１１は、設定可と判定した場合には、可変レギュレータ１２に設定する出力電圧
を要求電源電圧に一致させるように設定電圧値を出力する。また、制御部１１は、設定不
可と判定した場合には、設定値を変更しない。なお、制御部１１は、所定回数設定不可の
判定を行った場合には、内視鏡２０に何らかの故障が生じているものと判定して、可変レ
ギュレータ１２による電源電圧の発生を停止させるようになっていてもよい。
【００３６】
　また、制御部１１は、出力電圧検出部１４の検出結果によって、可変レギュレータ１２
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から所望の電源電圧を発生させることができないと判定した場合には電源ブロックの故障
と判定して、可変レギュレータ１２の動作を停止させるようになっていてもよい。
【００３７】
　次に、このように構成された実施の形態の動作について図３のフローチャート及び図４
の説明図を参照して説明する。図３は電源制御フローを示すフローチャートであり、図４
は図３の電源制御フローによる電源電圧の制御結果を説明するための説明図である。
【００３８】
　ビデオプロセッサ１０の電源が投入されると、ビデオプロセッサ１０の制御部１１は、
メモリ１１ａから内視鏡２０の電気回路２２に供給すべき電源電圧に関する情報を読み出
して、電力設定部１３に設定電圧値を出力する。電力設定部１３は、可変レギュレータ１
２の出力が制御部１１の設定電圧値に基づく電圧になるように制御する。これにより、可
変レギュレータ１２からの電源電圧は、設定電圧値に基づくものとなる。出力電圧検出部
１４は、可変レギュレータ１２の出力を監視しており、制御部１１は、出力電圧検出部１
４の検出結果を用いたフィードバック制御によって、可変レギュレータ１２の出力を設定
電圧値に基づく電圧に維持する。
【００３９】
　可変レギュレータ１２からの電源電圧は、ケーブルを介して内視鏡２０に伝送され、レ
ギュレータ２３に供給される。レギュレータ２３は、可変レギュレータ１２から供給され
た電力を用いて電気回路２２に安定した電源電圧を印加する。
【００４０】
　レギュレータ２３に供給される電源電圧は入力電圧検出部２４において監視される。入
力電圧検出部２４は、レギュレータ２３に供給される電源電圧の検出結果を制御部２１に
出力する。
【００４１】
　制御部２１は、図３のステップＳ１において、メモリ２１ａから電気回路２２に供給す
べき電圧仕様範囲の情報を読み出して、電源電圧が電圧仕様範囲内の電圧であるか否かを
検査する。制御部２１は、電源電圧が電圧仕様範囲内である場合には、ステップＳ１の処
理を繰り返し、電源電圧が電圧仕様範囲を超えたものと判定すると、処理をステップＳ２
に移行して、ビデオプロセッサ１０に調整してほしい調整電圧値を算出して、増加要求又
は低減要求の情報を含む設定要求情報を生成する。
【００４２】
　制御部２１は、生成した設定要求情報を通信回路２５を介してビデオプロセッサ１０に
送信する。通信回路２５は、設定要求情報に所定の誤り訂正符号を付して送信する。この
設定要求情報は例えばケーブルを介してビデオプロセッサ１０の通信回路１５において受
信される。通信回路１５は、受信信号に誤り訂正符号を用いた誤り訂正処理を行った後、
設定要求情報を制御部１１に出力する。また、通信回路１５は、誤り訂正処理の結果、訂
正不能な誤りがあった場合には、通信が不良であることを示す情報を制御部１１に出力す
る。
【００４３】
　制御部１１は、ステップＳ３において、設定要求情報による通信が正常であったか否か
を判定する。例えば、制御部１１は誤り訂正不能な誤りがあった場合には通信は不良であ
るものと判定して、ステップＳ５において、内視鏡２０に設定要求情報の再送要求を行う
。例えば、電気メス等の使用による外乱の発生によって、通信が不良となることが考えら
れる。この再送要求が発生すると、内視鏡２０の制御部２１は、再度通信回路２５を介し
て設定要求情報を送信させる。
【００４４】
　ビデオプロセッサ１０の制御部１１は、ステップＳ３において、訂正不能な誤りが無く
通信が良好に行われたものと判定すると、次のステップＳ４において、電源電圧の変更を
設定してもよいか否かを判定する。例え通信が良好に行われたと判定された場合でも、電
気メス等の使用による外乱によって、設定要求情報が正常でない値に変更されている可能
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性もある。そこで、制御部２１は、ステップＳ４において、メモリ１１ａから出力可能範
囲の情報を読み出し、現在の設定電圧値と、設定要求情報に含まれる増加又は低減要求と
に基づいて、電圧変更の設定の可否を判定する。
【００４５】
　図４は横軸に時間をとり縦軸に可変レギュレータ１２が発生する電源電圧値をとって発
生する電源電圧の変化を示している。図４の上段は制御部２１が受信した増加要求及び低
減要求をそのまま適用した場合の電源電圧の変化を示し、下段は制御部２１による設定電
圧値に基づく電源電圧の変化を示している。
【００４６】
　図４の電圧要求範囲は電気回路２２の電圧仕様範囲に対応しており、内視鏡２０の制御
部２１は、供給される電源電圧がこの電圧仕様範囲内の電圧値となるように、増加要求及
び低減要求を発生する。例えば、図４のタイミングｔ１までは、供給される電源電圧が電
圧仕様範囲の下限よりも低く、制御部２１は、増加要求を含む設定要求情報を送信させる
。
【００４７】
　この場合において、ビデオプロセッサ１０の制御部１１がステップＳ４において、電圧
変更の設定可と判定すると、制御部１１は、次のステップＳ６において、増加要求に従っ
た設定電圧値を電力設定部１３に設定する。これにより、可変レギュレータ１２の出力電
圧値は増大する。制御部１１は、出力電圧検出部１４の検出結果を用いて、可変レギュレ
ータ１２から設定電圧値に基づく電源電圧が発生するようにフィードバック制御を行う。
制御部２１はステップＳ７において設定電圧値に基づく電源電圧が発生したか否かを判定
する。正しい電源電圧が発生している場合には、処理はステップＳ１に戻される。
【００４８】
　こうして、電気回路２２に供給される電源電圧が上昇した結果、タイミングｔ２におい
て、供給される電源電圧が電圧仕様範囲の上限を越してしまうものとする。制御部２１は
、これに対し、ステップＳ２において、低減要求の情報を含む設定要求情報を通信回路２
５に送信させる。
【００４９】
　いま、通信回路１５が受信した設定要求情報が外乱の影響を受け、低減要求が増加要求
に変化してしまうものとする。外乱の影響によりデータが変更された場合でも、誤り訂正
処理では通信の不良を判定することができないことがある。この場合には、外乱の影響を
受けた誤ったデータが制御部１１に受信されてしまう。この場合でも、制御部１１は、増
加要求に従った設定電圧値が出力可能範囲内の電源電圧を示すものである場合には、受信
した増加要求に従って電圧変更を電力設定部１３に指示する。この結果、可変レギュレー
タ１２の電源電圧は増加し、増加要求をそのまま適用すると、図４の上段に示すように、
可変レギュレータ１２から出力可能範囲を超える電圧が発生してしまうことが考えられる
。
【００５０】
　しかし、本実施の形態においては、制御部１１は、ステップＳ４において、設定電圧値
に基づく電源電圧が出力可能範囲を超えるか否かを判定しており、出力可能範囲を超える
場合には、ステップＳ５に移行して内視鏡２０に設定要求情報の再送を要求するようにな
っている。即ち、本実施の形態においては、可変レギュレータ１２からの電源電圧が出力
可能範囲を超えることはなく、図４の下段のタイミングｔ３以降に示すように、可変レギ
ュレータ１２からの電源電圧は、最大でも出力可能範囲の上限の電圧値以下となる。
【００５１】
　内視鏡２０の制御部２１は、制御部１１からの再送要求に対して、設定要求情報を再送
する。外乱の影響がなくなると、ビデオプロセッサ１０の通信回路１５によって低減要求
を含む設定要求情報が正常に受信される。これにより、制御部１１は、低減要求に応じた
設定電圧値を電力設定部１３に設定し、可変レギュレータ１２からの電源電圧を低下させ
る。
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【００５２】
　こうして、図４の下段に示すように、可変レギュレータ１２からの電源電圧は、例え電
気回路２２の電圧仕様範囲を超えることがあっても、出力可能範囲を超えないように、制
御される。
【００５３】
　なお、制御部１１は、電圧検出部１４の検出結果に基づいて、電源電圧が設定電圧値と
所定の閾値以上異なることを検出した場合には、ステップＳ７において、電源電圧の設定
に失敗したものと判定する。この場合には、制御部１１は、処理をステップＳ８に移行し
て、電源電圧の設定が失敗した回数を示す設定失敗回数が所定の回数以内、例えば３回以
内であるか否かを判定する。３回以内の場合には、制御部１１は、処理をステップＳ６に
戻して、再度設定電圧値を電力設定部１３に出力して、可変レギュレータ１２からの電源
電圧の変更を指示する。
【００５４】
　なお、制御部１１は、設定失敗回数が３回を超えた場合には、可変レギュレータ１２を
含む電源ブロックが故障しているものと判定する。この場合には、制御部１１は、例えば
可変レギュレータ１２の動作を停止させて、内視鏡２０の電力供給を停止させる。
【００５５】
　なお、図３ではステップＳ５の再送要求の回数に制限を設けていないが、制御部１１は
、ステップＳ４からステップＳ５に移行して再送要求が発生した回数が所定の回数を超え
た場合には、電気回路２２への電源供給に何らかの異常が発生しているものと判定して、
可変レギュレータ１２の動作を停止させるようになっていてもよい。
【００５６】
　このように本実施の形態においては、例えば誤り訂正処理の結果によって通信の正当性
を判定し、通信が正常に行われていないと判定した場合には、内視鏡からの要求に応じた
電源電圧の変更を行わない。これにより、外乱の影響によって、電源制御が不安定となる
ことを防止することができる。更に、通信が正常と判定された場合でも、電源回路の設定
電圧が出力可能範囲を超えないように制御されており、内視鏡内の電気回路の破壊等を防
止することができる。
【００５７】
（第２の実施の形態）
　図５は本発明の第２の実施の形態に係る内視鏡システムを示すブロック図である。第１
の実施の形態においては、電源電圧の制御値の伝送に適用した例を示したが、本実施の形
態は、抵抗値の伝送に適用した例を示すものである。
【００５８】
　図５において、内視鏡システムは、ビデオプロセッサ３０と内視鏡４０とを備えている
。内視鏡４０には、制御部４１が設けられている。制御部４１は、ＦＰＧＡにより構成さ
れていてもよく、また、図示しないＣＰＵ等を用いたプロセッサによって構成されて、メ
モリに記憶されたプログラムに従って各部を制御することができるようになっていてもよ
い。
【００５９】
　内視鏡４０には、例えば、内視鏡４０先端の図示しない挿入部先端に光軸方向に進退自
在な撮影レンズが配置されており、内視鏡４０にはこの撮影レンズを駆動するアクチュエ
ータ４３が配設されている。内視鏡４０のアクチュエータ４３を駆動するための駆動信号
は、ビデオプロセッサ３０から供給されるようになっている。
【００６０】
　内視鏡４０にはアクチュエータ４０の駆動信号の生成に必要な情報（駆動信号設定情報
）を記憶したメモリ４４が設けられている。内視鏡４０に搭載されるアクチュエータ４３
を駆動するためには、アクチュエータ毎または内視鏡毎に最適な電流や電圧を最適な駆動
方式で供給する必要がある。例えば、内視鏡４０とビデオプロセッサ３０とを接続するケ
ーブルのケーブル長は比較的長く、ケーブルの導体抵抗等を考慮しなければ、アクチュエ



(10) JP 2018-192086 A 2018.12.6

10

20

30

40

50

ータ４３を確実に駆動することができないことがある。そこで、例えばケーブルの導体抵
抗等の駆動信号設定情報をメモリ４４に記憶させ、ビデオプロセッサ３０にこの情報を提
供することで、ビデオプロセッサ３０において適正な駆動信号を生成するようになってい
る。
【００６１】
　即ち、制御部４１は、所定のタイミングでメモリ４４から抵抗値等の駆動信号設定情報
を読み出して、通信回路４２を介してビデオプロセッサ３０に送信するようになっている
。
【００６２】
　一方、ビデオプロセッサ３０には、制御部３１が設けられている。制御部３１は、ＦＰ
ＧＡにより構成されていてもよく、また、図示しないＣＰＵ等を用いたプロセッサによっ
て構成されて、メモリに記憶されたプログラムに従って各部を制御することができるよう
になっていてもよい。
【００６３】
　ビデオプロセッサ３０には通信回路３２が設けられている。通信回路３２は、内視鏡４
０の通信回路４２との間で有線又は無線による伝送路を介して、相互に通信を行うことが
できるようになっている。なお、通信回路３２，４２は、相互にデジタル情報の伝送が可
能であり、伝送に際して、伝送データに所定のエラー訂正符号を付加して伝送することが
できるようになっている。通信回路３２は、受信したデータのエラー訂正処理によって、
受信データに訂正不能な誤りが発生しているか否かを判定し、判定結果を制御部３１に出
力することができるようになっている。
【００６４】
　本実施の形態においては、制御部３１は、通信回路３２，４２を介して内視鏡４０の制
御部４１からの駆動信号設定情報を受信すると、先ず、通信そのものの正当性を判定する
。例えば、制御部３１は、駆動信号設定情報に訂正不能な誤りが生じているか否かを判定
し、生じている場合には通信そのものが不良であるものと判定して、駆動信号設定情報の
再送要求を発生する。なお、制御部４１はこの再送要求を受信すると、再度、通信回路４
２を介して駆動信号設定情報をビデオプロセッサ３０の制御部３１に送信するようになっ
ている。
【００６５】
　制御部３１は、駆動信号設定情報に基づいて、内視鏡４０のアクチュエータ４３に供給
する電圧及び電流を設定するための駆動設定値を発生して、駆動信号生成部３３にするよ
うになっている。駆動信号生成部３３は、制御部３１に制御されて、駆動設定値によって
規定された電圧及び電流の電力を発生する。駆動信号生成部３３からの電圧及び電流がケ
ーブルを介して内視鏡４０のアクチュエータ４３に伝送されるようになっている。
【００６６】
　駆動信号生成部３３の出力は、駆動信号検出部３４にも供給される。駆動信号検出部３
４は、駆動信号生成部３３から内視鏡４０に出力される電圧及び電流を検出して負荷抵抗
を算出し、算出結果を制御部３１に出力するようになっている。
【００６７】
　上述したように、駆動信号設定情報の通信に際して、外乱により正常でない値の駆動信
号設定情報が制御部３１において受信されることがある。そこで、制御部３１は、駆動信
号検出部３４が算出した負荷抵抗の値と駆動信号設定情報に含まれる抵抗値の情報とを比
較して、負荷抵抗の値が駆動信号設定情報に含まれる抵抗値の値から所定の閾値以上離間
している場合には、駆動信号設定情報が外乱の影響を受けていたものと判定して、駆動信
号生成部３３の出力を停止させると共に、内視鏡４０の制御部４１に対して駆動信号設定
情報の再送要求を行うようになっている。
【００６８】
　このように構成された実施の形態においては、内視鏡４０の制御部４１は、メモリ４４
からアクチュエータ４３を駆動するための駆動信号設定情報を読み出して、通信回路４２
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を介してビデオプロセッサ３０に送信する。通信回路４２は、駆動信号設定情報に所定の
誤り訂正符号を付して送信する。この駆動信号設定情報は例えばケーブルを介してビデオ
プロセッサ３０の通信回路３２において受信される。通信回路３２は、受信信号に誤り訂
正符号を用いた誤り訂正処理を行った後、駆動信号設定情報を制御部３１に出力する。ま
た、通信回路３２は、誤り訂正処理の結果、訂正不能な誤りがあった場合には、通信が不
良であることを示す情報を制御部３１に出力する。
【００６９】
　制御部３１は、駆動信号設定情報による通信が正常であったか否かを判定する。例えば
、制御部３１は誤り訂正不能な誤りがあった場合には通信は不良であるものと判定して、
内視鏡４０に駆動信号設定情報の再送要求を行う。例えば、電気メス等の使用による外乱
の発生によって、通信が不良となることが考えられる。この再送要求が発生すると、内視
鏡４０の制御部４１は、再度通信回路４２を介して駆動信号設定情報を送信させる。
【００７０】
　制御部３１は、駆動信号設定情報に基づいて駆動設定値を発生して、駆動信号生成部３
３を制御する。これにより、駆動信号生成部３３は、駆動設定値に基づく電圧及び電流を
発生して、内視鏡４０のアクチュエータ４３に供給する。駆動信号生成部３３の出力は駆
動信号検出部３４に供給されて、負荷抵抗が算出される。
【００７１】
　通信回路３２，４２による通信が良好に行われた場合でも、電気メス等の使用による外
乱によって、駆動信号設定情報が正常でない値に変更されている可能性もある。そこで、
制御部３１は、駆動信号検出部３４が算出した負荷抵抗と、駆動信号設定情報に含まれる
抵抗値を比較することにより、駆動信号設定情報が正常な値であったか否かを判定する。
【００７２】
　制御部３１は、駆動信号設定情報が正常な値ではなかったと判定した場合には、駆動信
号生成部３３の動作を停止させると共に、制御部４１に駆動信号設定情報の再送要求を行
い、上述の処理を繰り返す。こうして、外乱の発生により正常でない駆動信号設定情報が
伝送された場合でも、アクチュエータ４３を確実に駆動できるようになっている。
【００７３】
　このように本実施の形態においては、第１の実施の形態と同様の効果を得ることができ
、安定したアクチュエータの駆動が可能となる。
【００７４】
　本発明は、上記各実施形態にそのまま限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記各実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素の幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施
形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００７５】
　　１０…ビデオプロセッサ、１１，２１…制御部、１１ａ，２１ａ…メモリ、１２…可
変レギュレータ、１３…電力設定部、１４…電力設定部、１５，２５…通信回路、２２…
電気回路、２３…レギュレータ、２４…入力電圧検出部。
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